
　　　　月　　曜　　日

告　示

・認可地縁団体の告示事項の変更

・撤去自転車の保管

・撤去自転車の保管

・国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証の無効

・撤去自転車の保管

・津市下水道排水設備指定工事店の指定及び取消し

・認可地縁団体の告示事項の変更

・撤去自転車の保管

・撤去自転車の保管

・津市議会定例会の招集

・保管した屋外広告物

・撤去自転車の保管

・撤去自転車の保管

・撤去自転車の保管

・撤去自転車の保管

・公示送達

・市道路線の区域変更

・市道路線の供用開始

公　告

・犬の抑留

・犬の抑留

・犬の抑留

・道路位置指定

・犬の抑留

教委規則

・教育委員会関係津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部を改正する規則

教委告示

・教育委員会の招集

選管告示

・選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

・在外選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

・雲出井土地改良区総代会総代選挙における選挙期日及び投票の時間並びに選挙すべき総代の数

・雲出井土地改良区総代会総代選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任

・雲出井土地改良区総代会総代選挙における選挙立会人の選任

・雲出井土地改良区総代選挙における選挙長の行う告示

水道告示

・津市水道局指定給水装置工事事業者の廃止

・津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

・津市水道局指定給水装置工事事業者の廃止

※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

　津　市　公　報

　　　　第　　２９ 　号

        平成１９年　３月　５日

目　　　次



津市告示第５０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年河芸町公告第１０９８号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成１９年２月１５日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  上野自治会 

  三重県津市河芸町上野 783 番地 

   代表者  前田 紀男 

２ 変更に係る事項 

（１） 事務所の所在地 

変更前 三重県津市河芸町上野 1628 番地 2 

変更後 三重県津市河芸町上野 783 番地 

（２） 代表者の住所氏名 

変更前 
三重県津市河芸町上野 1628 番地 2 

別所 千万男 

変更後 
三重県津市河芸町上野 783 番地 

前田 紀男 

３ 変更の理由 

地縁による団体の事務所の所在地が変更になったため。 

代表者の自治会長が新たに選任されたため。 

４ 変更年月日 

平成１９年２月４日 

 



津市告示第５１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月１５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１９年２月１５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月１６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）及び白塚駅公共自転車等駐車

場                             

２ 撤去した年月日 平成１９年２月１６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５３号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。  
  平成１９年２月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

０３６９８７６  平成１８年１０月 1 日  平成１９年 ２月１４日  

０４８８８６６  平成１８年１０月 1 日  平成１９年 ２月 ６日  

１２４７９０３  平成１８年１０月 1 日  平成１９年 ２月 ５日  

６１０４２０７  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１２月３１日  

６１２２３８１  平成１８年１０月 1 日  平成１９年 １月２５日  

 
 国民健康保険高齢受給者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

０４８８８６６  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ２月 ６日  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



津市告示第５４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）及び白塚駅公共自転車等駐車

場                             

２ 撤去した年月日 平成１９年２月１９日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５５号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項及び第１５

条第１項の規定により、指定工事店を次のとおり指定及び指定を取消したので、

同条例第１７条の規定により告示する。  
  平成１９年２月２０日  

 
                  津市長   松 田 直 久  

 
指定した業者  

業  者  名  所      在      地  指     定     期     間  

村山設備  
津市安濃町曽根６７８

番地  
平 成 １ ９ 年  １ 月  ４ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで 

中水株式会社  
伊勢市下野町６５３番

地１７  
平 成 １ ９ 年  １ 月  ４ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  

株式会社ソ－

ケン  
度会郡大紀町大内山８

９１番地３  
平成１９年 １月   ４日から

平成２２年   ３月３１日まで 

有限会社都壱コ

ントラクション  
松阪市久保町１８５５

番６６８  
平 成 １ ９ 年  １ 月  ４ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  

 
 
指定を取消した業者  

業  者  名  所  在  地  取消し年月日  

有限会社大森

電気工業所  
亀山市関町会下１３０

２番地  
平成１９年 １月２０日  

                                          



津市告示第５６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第１７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１９年２月２０日  

津市長  松 田 直 久  
１ 届出者  
  前田区自治会  
  三重県津市安濃町中川 1559 番地  
   代表者 川本 権  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

変 

更 

前 

安濃町大字中川字小泥、字河里、字花ノ木、字大横吹、

字庵ノ下、字松野の区域、大字東観音寺 199 番地 13
及び 205 番地の区域  

区  域  
変 

更 

後 
津市安濃町中川字小泥、字河里、字花ノ木、字大横吹、

字庵ノ下、字松野の区域、津市安濃町東観音寺 199 番

地 13 及び 205 番地の区域  

⑵ 事務所の所在地  

変  更  前  三重県安芸郡安濃町大字中川 1599 番地  
変  更  後  三重県津市安濃町中川 1599 番地  

⑶ 代表者の氏名及び住所  

３ 変更の年月日  

変  更  前  
三重県安芸郡安濃町大字中川 308 番地  
中尾利夫  

変  更  後  
三重県津市安濃町中川 289 番地  
川本 権  

  平成１８年１月１日  
  平成１８年４月 15 日  
４ 変更の理由  
  市町村合併により住所の表示が変更になったため  

定期総会において新任  



津市告示第５７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅（放置禁止区域）                  

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２０日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）                   

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５９号 

 平成１９年第１回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成１９年２月２２日 

 

                    津市長 松 田 直 久 

 

１ 招集の日 

  平成１９年３月１日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第６０号  

三重県屋外広告物条例（昭和４１年条例第４５号）第１９条の２第１項の規

定により、下記のとおり広告物又は掲出物件を保管したので、同条第２項の規

定により告示する。  

平成１９年２月２２日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１   保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量  

はり札等 ９１枚  

立看板等   ２０枚  

２   保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所  

新町一丁目地内ほか（国道２３号及び市道主要幹線道路）  

３   広告物又は掲出物件を除去した日  

平成１９年２月５日から８日まで  

４   保管した広告物又は掲出物件の返還に関する事項  

返還を希望する者は、次の申出先に申し出るものとする。  

（申出先）  

津市建設部道路維持課  

津市高茶屋小森上野町１１８５番地１ 津市相川建設作業事務所  

電話番号 ０５９－２３５－５６５５  

 



津市告示第６１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）及びアスト公共自

転車等駐車場                       

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２２日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第６２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び津駅（放置禁止区域）             

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第６３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）及び久居駅前第１公共自転車

等駐車場                         

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第６４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１９年２月２７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び津駅（放置禁止区域）             

２ 撤去した年月日 平成１９年２月２７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 





津市告示第６６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年２月２８日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１ 路線名   181   追上響野線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市芸濃町椋本字追上 2554 番 1 から 

津市芸濃町椋本字追上 2515 番 4 まで 
旧 

3.6～5.5 109.0 

津市芸濃町椋本字追上 2554 番 1 から 

津市芸濃町椋本字追上 2515 番 4 まで 
新 

5.0～17.0 109.0 

 

 



津市告示第６７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年２月２８日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

供用開始 
整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 

年月日 

津市芸濃町椋本字追上２５５

４番１から 平成 19 年 
181 追上響野線 

津市芸濃町椋本字追上２５１

５番４まで 

2 月 28 日 

 



津市公告第２１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年２月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ２月１８日  
２ 抑留期間 平成１９年 ２月２１日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

栗真町屋

町  

 

ゴ ー ル デ

ン レ ト リ

バー  

茶  オス  大  不明  黄色の首輪

３ 公示期間 平成１９年２月１９日から平成１９年 ２月２１日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 



津市公告第２２号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年２月２２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ２月２１日  
２ 抑留期間 平成１９年 ２月２６日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

白山町  
川口  

 

ビーグル 黒茶白 メス  小  不明  鎖の首輪  

３ 公示期間 平成１９年２月２２日から平成１９年 ２月２６日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 



津市公告第２３号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年２月２３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ２月２２日  
２ 抑留期間 平成１９年 ２月２７日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

美里町  
 日南田  

雑種  白黒  メス  中  不明   

３ 公示期間 平成１９年２月２３日から平成１９年２月２７日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 



津市公告第２４号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告する。  
  平成１９年２月２３日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
 指定道路  
１ 幅員 ４．０～６．０メートル     
２ 延長 ３４．９メートル        
３ 地名地番 津市久居野村町字八丁７９２番２  



津市公告第２５号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年２月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ２月２３日  
２ 抑留期間 平成１９年 ２月２８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

上浜町  雑種  茶  不明  中  不明  赤い首輪

２  

 
 

中河原  ス パ ニ

エル系

黒白  メス  中  不明  黒い首輪

３  

 
 

安濃町  
野口  

柴系  茶  オス  中  不明  黒い首輪

３ 公示期間 平成１９年２月２６日から平成１９年２月２８日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



 教育委員会関係津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  平成１９年２月２３日 

 

津市教育委員会委員長 中 西 智 子  

         

津市教育委員会規則第１号 

   教育委員会関係津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の

一部を改正する規則 

津市教育委員会関係津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則（平成

１８年津市教育委員会規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条各号を次のように改める。 

 ⑴ 津市美里文化センター内文化ホール 

 ⑵ 津市入江公園内テニスコート 

⑶ 津球場公園内野球場（午後５時３０分から午後９時３０分までの使用に限

る。） 

 ⑷ 津市北部運動広場（午後５時３０分から午後９時３０分までの使用に限る。） 

⑸ 津市西部運動広場（午前９時から午後５時までの使用に限る。） 

 ⑹ 津市乙部公園内運動広場 

⑺ 津市久居グラウンド（午後５時３０分から午後９時までの使用に限る。） 

 ⑻ 津市久居スポーツ公園内ゲートボール場 

 ⑼ 津市庄司庵公園内ゲートボール場 

 ⑽ 津市久居中央スポーツ公園 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年２月２６日から施行する。 

 （津市美里文化センター内文化ホールに関する規則の一部改正） 

２ 津市美里文化センター内文化ホールに関する規則（平成１８年津市教育委

員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ２ 文化ホールの使用許可を受けようとする者は、教育委員会関係津市公共施設

予約システムの利用登録等に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第３

３号）第４条の規定による使用の予約をもって前項の規定による許可申請書の

提出に代えることができる。 

 （津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市教育委員

  



会規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「使用の許可（以下「使用許可」という。）を「使用許可」に 

、「までに」を「までの間に」に改め、同条第２項中「北部運動広場及び津球場 

公園内野球場に係る夜間の使用の許可」を次に掲げる施設の使用許可」に、「申 

請」を「許可申請書の提出」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 津市入江公園内テニスコート 

⑵ 津球場公園内野球場（午後５時３０分から午後９時３０分までの使用に限 

る。） 

⑶ 津市北部運動広場（午後５時３０分から午後９時３０分までの使用に限 

る。） 

 ⑷ 津市西部運動広場（午前９時から午後５時までの使用に限る。） 

⑸ 津市乙部公園内運動広場 

 ⑹ 津市久居グラウンド（午後５時３０分から午後９時までの使用に限る。） 

⑺ 津市久居スポーツ公園内ゲートボール場 

 ⑻ 津市庄司庵公園内ゲートボール場 

 （津市スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

４ 津市スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市

教育委員会規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ２ 公園施設の使用許可を受けようとする者は、教育委員会関係津市公共施設予

約システムの利用登録等に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第３３

号）第４条の規定による使用の予約をもって前項の規定による許可申請書の提

出に代えることができる。 

 

  



津市教育委員会告示第１号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１９年２月２２日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 中西 智子 
 
 
１ 招集の日時 平成１９年２月２３日（金）午前９時から 
２ 招集の場所 教育委員会室 
３ 会議の事件  
（１）教育委員会関係津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部の改正

について 
（２）スポーツ・文化都市宣言について 
（３）青少年健全育成都市宣言について 
（４）平成１８年度津市一般会計補正予算（第６号）＜教委所管分＞について 
（５）平成１９年度津市一般会計予算＜教委所管分＞について 
（６）平成１９年度津市教育方針について 
 



津市選挙管理委員会告示第７号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定める。  
  平成１９年２月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
１ 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局  

 
２ 縦覧に供する期間   平成１９年３月３日から同月７日まで  
            （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第８号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定める。  
  平成１９年２月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
１ 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局  

 
２ 縦覧に供する期間   平成１９年３月３日から同月７日まで  
            （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第９号  
 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規定により、

雲出井土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のとおり定めたので、同条第３

項及び第４項の規定により告示する。  
  平成１９年２月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
１ 選挙期日       平成１９年３月１日  

 
２ 投票の時間      午前７時００分から午後８時００分  

 
３ 選挙すべき総代の数  第１選挙区   ５人  
             第２選挙区   ５人  
             第３選挙区  １５人  
             第４選挙区  １３人  
             第５選挙区   ８人  
             第６選挙区   ４人  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







津市選挙管理委員会告示第１２号  
 平成１９年３月１日執行の雲出井土地改良区総代会総代選挙における選挙長

の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。  
  平成１９年２月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
  掲示場    第１選挙区  雲出井土地改良区事務所  
         第２選挙区  同上  
         第３選挙区  同上  
         第４選挙区  同上  
         第５選挙区  同上  
         第６選挙区  同上  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市水道局告示第１号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置事業者規程（平成１８年津市

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。  
  平１９年２月２０日  

 
津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名  称  所  在  地  廃止年月日  

有限会社 安建  津市南中央４番１５  平成１８年１２月２１日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市水道局告示第２号 
 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局指定給水装

置事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により

告示する。 
  平成１９年２月２８日 
 

津市水道事業管理者  平 井 秀 次 
 
 

名   称 所   在   地 指定年月日 
有限会社 大規 津市高茶屋小森町 1242 番地 23 平成 19 年 2 月 14 日 

 



津市水道局告示第３号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置事業者規程（平成１８年津市

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。  
  平１９年２月２８日  

 
津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名  称  所  在  地  廃止年月日  

有限会社新光土木  津市高茶屋小森町 2687 番地 3 平成１９年１月３１日  

 




